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グループホーム八重桜  

（認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護）  

 

＜令和 4年 10月 1日現在＞ 

   

サービスおよび利用料等 

入居時にかかるもの 

保 証 金 

３００，０００円 

償却期間は３年です。 

３年以内に退去された場合は、未経過分（残金）を返却いたします。 

毎月かかるもの 

居室の提供（家賃） ５９，０００円／月 

食事の提供 

４５，９００円／月（３０日概算）（１，５３０円／１日） 

（朝食：  ３０６円、  昼食：  ４５９円、  夕食：  ６１２円、        

おやつ： １５３円）（目安） 

管理費 １０，０００円／月 

水道光熱費 １５，３００円／月 

個人消耗品の費用 その他、個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。 

 

 

介護保険基本料金 

介護保険、保険料の１日あたりの自己負担分（令和３年４月１日より改定） 

 利用料／１日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

要支援２ ７４８単位（７９８８円） ７９９ 円 １５９８ 円 ２３９７ 円 

要介護１ ７５２単位（８０３１円） ８０４ 円 １６０７ 円 ２４１０ 円 

要介護２ ７８７単位（８４０５円） ８４１ 円 １６８１ 円 ２５２２ 円 

要介護３ ８１１単位（８６６１円） ８６７ 円 １７３３ 円 ２５９９ 円 

要介護４ ８２７単位（８８００円） ８８４ 円 １７６７ 円 ２６５０ 円 

要介護５ ８４４単位（９０１３円） ９０２ 円 １８０３ 円 ２７０４ 円 
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介護保険加算料金 

 利用料／１日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

初期加算 ３０単位（３２０円） ３２円 ６４円 ９６円 

利用者がまだ要介護認定を受けていない場合や、要介護認定を受けた後に 1 年以上保険料

を滞納している等の場合は、基本料金と加算料金の全額を一旦お支払いいただきます。 

この場合利用者は、当事業所が発行する「サービス提供証明書」を添えて居住地の市町村に

保険給付の申請を行うことになります（償還払い）。 

「初期加算」は、入居された日から起算して 30日目までの加算です。 

 

医療連携体制加算Ⅰ 

 

利用料/1日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

医療連携体制

加算 
39単位（４１６円） 4２円 ８４円 １２５円 

事業所の職員として又訪問看護ステーション等との連携を行うことにより看護師を 1 名以

上確保し 24時間連絡可能な体制とし、利用者が重度化した場合等における対応を定めてお

きまして利用者又は家族への説明・同意を行っている場合に 1 日につき 39 単位を加算い

たします。 

 

認知症対応サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 利用料/1日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

認知症対応サ

ービス提供体

制強化加算Ⅱ 

１８単位（１９２円） ２０円 39円 58円 

当施設の職員の６０％以上が介護福祉士であるため1日につき１８単位を加算いたします。 

 

認知症専門ケア加算Ⅰ 

 利用料/1日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

認知症専門ケ

ア加算Ⅰ 
3単位（3２円） ４円 7円 

 
１０円 

認知症介護実践リーダー研修修了者を 1 名配置されており、認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅲ以上（日常生活に支障を来たすおそれのある症状又は行動が認められる認知症）の利用

者が５０％以上入居しているため 1日につき３単位を加算いたします。 
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認知症対応型処遇改善加算Ⅰ 

介護処遇加算 所定単位数の１１１／1000（11,1%）【左記の 1割・2割・3割】 

Ｈ２４年４月１日より介護職員等の処遇を改善する為に賃金改善や資質の向上等の取り組

みを行う事業所に認められる加算です。（区分支給限度額の対象外となります） 

 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

介護処遇加算 所定単位数の３１／1000（３,1%）【左記の 1割・2割・3割】 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護処遇加算 所定単位数の 23／1000（2,3%）【左記の 1割・2割・3割】 

 

若年性認知症利用者受入加算 

 利用料/1日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

若年性認知症

利用者   

受入加算 

120単位（12８１円） 1２９円 257円 385円 

若年性認知症（40歳から 64歳）利用者ごとの担当者を中心に特性やニーズに応じたサー

ビスを行うため１日につき 120単位を加算いたします。 

 

看取り介護加算 

 利用料／１日 

１日あたりの

自己負担分 

（1割） 

１日あたりの

自己負担分 

（2割） 

１日あたりの

自己負担分 

（３割） 

３１～４５日 ７２単位（７６８円） ７７円 １５４円 ２３１円 

４～３０日 １４４単位（１５３７円） １５４円 308円 462円 

２～ ３日 ６８０単位（７２６２円） ７２７円 1453円 2179円 

当日 
１２８０単位     

（１３６７０円） 
１３６３円 2734円 4101円 

入居の際に、利用者等に対して看取り指針の内容の説明を行ない、同意を得た後 

医師が回復の見込みがないと診断した利用者に係る計画が作成され、医師・看護職員・介護

職員・介護支援専門員等が看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しや看取りに関する

職員研修の実施を行なった上で、利用者や家族に説明を行い、同意を得て介護が行われてい

た場合に死亡日・死亡日前日及び前々日・死亡日以前４日以上３０日以下・３１～４５日以

下、それぞれ上記の単位を加算いたします。 
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口腔衛生管理体制加算 

 利用料／１月 

１月あたりの

自己負担分 

（1割） 

１月あたりの

自己負担分 

（2割） 

１月あたりの

自己負担分 

（３割） 

口腔衛生管理

体制加算 
３０単位（３２０円） ３２円 ６４円 96円 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係わる技術的助

言及び指導を月 1回以上行っている場合に 1ヵ月につき 30単位を加算いたします。 

 

栄養管理体制加算 

 利用料／１月 

１月あたりの

自己負担分 

（1割） 

１月あたりの

自己負担分 

（2割） 

１月あたりの

自己負担分 

（３割） 

栄養管理体制

加算 
３０単位（３２０円） ３２円 ６４円 96円 

管理栄養士（外部との連携含む）が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言及び

指導を行っている場合に 1ヵ月につき 30単位を加算いたします。 

 

科学的介護推進体制加算 

 利用料／１月 

１月あたりの

自己負担分 

（1割） 

１月あたりの

自己負担分 

（2割） 

１月あたりの

自己負担分 

（３割） 

科学的介護 

推進体制加算 
４０単位（４２７円） ４３円 ８６円 １２９円 

利用者ごとの日常生活動作（ADL）の値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他利用

者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービスの提供にあたり上記

の情報その他適切かつ有効に行なう為に必要な情報を活用している場合に 1 ヵ月につき４

0単位を加算いたします。 

 


